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Ⅱ 船橋市ごみ処理事業の概要 
 

１．ごみ処理事業の沿革 

 

( 1 )  沿革 

船橋市におけるごみ処理事業は、明治 3 3 年の「汚物掃除法」の施行ととも

に始まったリヤカー及び大八車による収集から、昭和 3 5 年に東町の焼却炉が

完成すると本格的に作業拠点を東町としたごみ処理事業が開始された。昭和 3 9

年にはごみ収集の一部委託化、昭和 4 4 年には 2 分別収集が開始された。現在

では家庭系可燃ごみの一部を除いて、収集の大半を委託により行い、分別も 6

分別となっている。 

施設については、昭和 3 5 年以降は東町の焼却炉が単独で稼動していたが、

市内の人口増加に伴うごみ排出量の増加に合わせ、昭和 5 8 年に現在の北部清

掃工場、平成元年には南部清掃工場が設置され現在の体制となった。一方で、

ごみのリサイクルに取り組むために、昭和 5 4 年に初めてリサイクルセンター

が設置されリサイクル事業が開始された後、平成 3 年の再生センターにおける

再生品の販売実施、平成 6 年の北部清掃工場焼却残渣リサイクルプラントの稼

動、平成 1 1 年の焼却灰再資源化施設の稼動というように、資源の再利用に関

する活動が急速に行われるようになった。 

このような変遷によりごみ処理事業の体制を整え、現在は循環型社会の構築

を目指し、一般廃棄物の排出を抑制するための事業を推進している。 

 

( 2 )  ごみ排出量の推移 

船橋市の人口は、近年は緩やかな増加傾向を示しているが、ごみの排出量は

平成 8 年度の有価物回収ステーション方式の実施や平成 1 0 年度に指定袋制の

導入や粗大ごみ電話リクエスト制の実施により、一時的に減少した。 

しかし、平成 1 1 年度はリバウンド現象により微増傾向を示したが 1 2 年度以

降はほぼ横ばいの状態を示している。 
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２．ごみ処理事業の概要 

 

ごみ処理事業は、大きく収集、中間処理そして処分の 3 つに分けられる。各々

の概要については である。 

  

 

                

 

( 1 )  収集 

ごみの収集については、家庭から排出されるごみ（家庭系ごみ）と事業所か

ら排出されるごみ（事業系ごみ）とに分類される。家庭系ごみは各家庭におい

て 6 分別され、その種類によりごみ集積所（ステーション方式）又は申し込み

による戸別収集により収集を実施している。事業系ごみは、事業者の責任によ

り、事業者による直接処理施設への搬入又は、許可業者により収集を行ってい

る。 

1 2 3
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・ ごみの収集体制

9

2 1

・ごみの収集方法

・ごみの分別内容

     （市資料より）

3

5

1

1
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( 2 )  中間処理

 ① 可燃ごみの中間処理

可燃ごみは南部清掃工場及び北部清掃工場に受入される、その処理として

は、焼却し、焼却後に発生する残渣は不燃物と資源物（鉄類）に選別される。

・ 不燃物（焼却灰・飛灰等）

南部清掃工場の焼却灰は焼却灰再資源化施設に、北部清掃工場の焼却不

燃物はリサイクルプラントに、残りの不燃物は他市民間最終処分場にそれ

ぞれ搬出される。

・ 資源物（鉄類）

資源となる鉄類は、民間業者に有償又は無償で引き渡される。

1 3 5 6 3 8

4 3 5 1 4 5 3 3 7 5 1 2 5 3

 ②  粗大ごみ・不燃ごみの中間処理

粗大ごみ及び不燃ごみは、破砕選別処理施設にて受入れる。

・ 粗大ごみ

破砕機により破砕し、破砕したものを磁選機及び手選別により、可燃物、

不燃物、資源物に選別する。再生可能な粗大ごみについては、再生センタ

ーに搬出する。

・ 不燃ごみ

磁選機又は手選別により可燃物、不燃物、資源物、その他に選別する。

選別したごみは、区分ごとに以下のように搬出される。
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1 3 5 6

9 0

2

 ③  資源ごみの中間処理

資源ごみ（ビン・缶・ペットボトル）は、船橋市リサイクルセンターにて

受入れられ、磁選機又は手選別により可燃物、不燃物、資源物に選別される。

選別されたごみは以下のように搬出される。

1 5 3 1

6 0 / 7 H

4 5 / 7 H

2 . 5 / 7 H

 ④  焼却灰等の中間処理

南部清掃工場から排出される焼却灰は、焼却灰再資源化施設にて受入れ、

焼成（焼結固化）により製品化（骨材化）し、公共事業等で利用される。ま

た、北部清掃工場から排出される焼却残渣は、リサイクルプラントにて受入

れ、粉砕・研磨により製品化（骨材化）し、公共事業等で利用される。

各々の前処理で利用できなかった不燃物は、他市民間最終処分場へ搬出さ

れ、資源物（非鉄類）は民間業者に有償にて引き渡される。
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1 3 5 6 3 8

 2 2 /  2 5 /

（市資料より）

( 3 )  処分

 ① 焼却灰・焼却残渣

・ 骨材生産

南部清掃工場の焼却灰は焼却灰再資源化施設に、北部清掃工場の焼却残

渣はリサイクルプラントにそれぞれ送られ、製品化（骨材化）され公共事

業等で利用される。

・ 最終処分

骨材生産を行うことのできない焼却灰・焼却残渣分については、市内に

最終処分場を確保することが困難であるため、他市民間最終処分場及び再

生処理の設備を持つ中間処理施設業者等に委託し、最終処分（埋立）する。

 ② 粗大・不燃ごみ

・ 粗大ごみ

再生可能な粗大ごみについては、(財)船橋市環境公社が運営する再生セ

ンターへ搬出され、リサイクル品として販売される。

・ 不燃ごみ

不燃物はスクラップなどの資源物及び廃乾電池や廃蛍光灯に区分され、

それぞれ民間業者へ搬出し再資源化を行う。

 ③ 資源ごみ

リサイクルセンターへ搬出された資源ごみは、種別により下記のとおり資

源化される。

・ ビン、ペットボトル

ビンの一部は民間へ有償で売却され、そのほかは(財)日本容器包装リサ

イクル協会へ搬送しそれぞれ再資源化される。
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・ 缶、その他資源

民間へ有償で売却され、再資源化される。

３．事業実績 

( 1 )  ごみ収集量の推移

過去 3 年間のごみ収集量の推移は である。 

                              

1 3 1 4  1 5

6 0 , 3 5 2 6 0 , 3 0 1  6 1 , 3 8 8

6 5 , 1 5 2 6 5 , 9 8 0  6 7 , 8 6 4

5 4 , 7 0 4 5 5 , 2 1 1  5 3 , 8 7 2

5 , 7 2 0 5 , 7 0 9  5 , 6 3 6

8 7 1 9 1 0  9 8 8

6 , 5 9 1 6 , 6 2 0  6 , 6 2 4

1 4 , 1 8 1 4 , 1 3 3  3 , 8 7 3

1 9 0 , 9 8 3 1 9 2 , 2 4 7  1 9 3 , 6 2 2

1 1 , 3 4 0 1 2 , 9 4 3  8 , 7 5 7

2 , 7 9 7 3 , 1 6 8  3 , 7 2 2

2 , 8 7 5 4 , 3 5 0  6 , 6 0 5

1 , 7 7 9 1 , 9 0 6  9 2 7

4 , 6 5 4 6 , 2 5 6  7 , 5 3 2

1 8 , 7 9 1 2 2 , 3 6 8  2 0 , 0 1 2

1 0 , 4 1 4 1 0 , 1 1 7  1 0 , 0 4 6

1 , 1 2 1 1 , 2 0 8  1 , 1 2 0

1 2 3 1 0 8  1 1 3

1 1 , 6 5 9 1 1 , 4 3 4  1 1 , 2 8 0

2 2 1 , 4 3 5 2 2 6 , 0 5 1  2 2 4 , 9 1 5

g 2 1 , 0 7 5 1 , 0 8 6  1 , 0 7 1

5 5 3 , 5 9 8 5 5 9 , 9 5 6  5 6 5 , 3 8 3

                              (市資料より)  

1

2 1 1

可燃ごみについては、一般搬入の有料に区分されるいわゆる事業系ごみが減

少傾向にあるのに対し、それ以外の家庭系ごみの収集量が増加しており、全体

としては微増となっている。 
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粗大・不燃ごみについては、平成 1 4 年 1 0 月から家庭系の粗大ごみ排出につ

いても有料化されている。そのため、有料化の前に粗大ごみ排出が集中するこ

とによる無料ごみ収集量の増加と、家庭系の有料化による有料ごみの収集量の

増加を招いた。資源ごみについては減少傾向にあるが、これは飲料用容器の

缶・ビンからペットボトルへの材質変化が要因と考えられる。 

 

( 2 )  ごみ処理量の推移   

① 焼却処理 

現在、ごみの焼却処理は、北部清掃工場及び南部清掃工場において行われて

おり、焼却量はいずれも 1 0 万 t～ 1 1 万 t 程度で推移している。 

 

1 3
1 4  1 5

1 0 4 , 9 7 3 1 0 4 , 2 4 8 1 0 6 , 1 1 4

1 0 7 , 8 1 2 1 0 9 , 7 0 6 1 0 8 , 2 8 8

2 1 2 , 7 8 5 2 1 3 , 9 5 4 2 1 4 , 4 0 2

4 . 1 0 . 5 0 . 2

(市資料より)  

 

② 埋立処理 

焼却残渣等の最終処分は、市内に最終処分場を保有していないため秋田県大

館市、茨城県北茨城市、奈良県御所市の各民間処分場に委託している。

 

1 3 1 4  1 5

1 9 , 2 1 9 1 4 , 8 6 2 1 8 , 8 3 5  
1 , 7 2 3 1 , 0 0 0 1 , 0 0 1  

3 8 2 4 1 7 8 9  
6 7 7 7 0 4 9 1 2  

2 2 , 0 0 1 1 6 , 9 8 3 2 0 , 8 3 7  
2 . 7 2 2 . 8 2 2 . 7  
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４．財政の概要 

 

( 1 )  財政状況

平成 1 3 年度から 1 6 年度までの歳入歳出の推移は である（平成 1 3

～ 1 5 年度は決算額、 1 6 年度は予算額を記載）。

（単位：百万円）

1 3
1 4 1 5  1 6

1 , 1 7 8 1 , 2 1 0 1 , 2 4 2 1 , 2 6 2
- 3 2 9 4 1 0 8

1 8 1 7 1 7 6 8
1 5 0 1 0 0

8 1 1 1 6 1 3

1 , 2 2 0 1 , 2 7 2 1 , 3 8 1 1 , 4 5 3

6 1 7 1 8 5 5

1 0 1 1 0 2 1 0 3  8 0

1 , 4 0 2 1 , 3 5 2 1 , 2 9 3  9 2 1

2 7 3 2 5 9 2 5 7  2 4 0

3 0 8 2 8 0 2 7 0  2 8 0

0 0 0  0

3 2 3 0 3 2  2 9

3 0 6 6 4 3  5 4

1 8 1 7 1 7  6 7

2 , 1 6 6 2 , 1 1 0 2 , 0 1 8  1 , 6 7 6

1 , 0 1 6 9 8 9 1 , 0 0 2  1 , 0 0 8

7 5 1 7 2 5 7 3 8  7 4 0

3 4 2  3

7 8 2 7 3 6 7 4 8  1 , 0 0 9

2 9 2 8 2 5  2 6

6 3 7 2 4 9  9 7
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1 3
1 4 1 5  1 6

3 8 1 1 2 2 1  1 3 1

8 5 9 7 8 5  1 1 4

2 1 8 2 2 9 2 2 6  2 2 3

1 6 9 1 6 6 1 1 8  1 0 2

3 , 5 0 0 3 , 0 6 3 3 , 0 2 0  3 , 4 5 7

5 , 6 7 3 5 , 1 9 0 5 , 0 5 6 5 , 1 8 8

4 , 4 5 3 3 , 9 1 8  3 , 6 7 5 3 , 7 3 5

                                                  (市資料より)

歳入については、平成 1 4 年 1 0 月より家庭系の粗大ごみ排出に関しても有料

化されたため、粗大ごみ処理手数料が平成 1 4 年度より増加している。その他

の収入項目については、ほぼ横ばいで推移している。

一方、歳出については、平成 1 3 年度から 1 4 年度にかけて北部清掃工場で実

施したダイオキシン対策工事が完了したため、 4 億円近い減少となっている。

平成 1 4 年度からは、北部及び南部清掃工場における運営管理費、塵芥収集費

に係る委託費の削減等により、歳出を抑制させている。

 

( 2 )  財源構成 

ごみ処理事業における主要施設建設費の財源には国庫補助金、県補助金、市

債、その他（一般市費等）が充当されている。これらの財源構成は、国庫補助

金が 3 7～ 4 6％、県補助金が 1～ 2％、市債が 2 9～ 5 8％、その他が 4～ 2 8％と

なっている。

 
( 3 )  市債の概要 

ごみ処理事業における市債の状況は下表のとおりであり、平成 1 5 年度末に

おいては未償還残高は 1 , 1 9 2 百万円、平均利率は 2 . 2 8％となっている。起債

ごとの利率は 0 . 9～ 6 . 2％の間で推移している。
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1 3
1 4 3  8 5 6 2 , 1 4 1 8 6  3 . 4 4 %

1 4 -  5 2 7 1 , 6 1 3 5 2  2 . 7 7 %
1 5 -  4 2 1 1 , 1 9 2 3 2  2 . 2 8 %
1 6

-  2 4 9 9 4 3 1 8  1 . 6 8 %

                               

 
５．組織と職員数の推移 
 
( 1 )  組織  

環境部のうち今回の監査対象とした組織は、平成 1 6 年 4 月 1 日現在で 1 課、

2 工場及び 1 センターからなっている。平成 1 6 年 4 月 1 日現在の組織は

である。 

3 2

3 5

2 7

1 2 6

2 2 0

 
( 2 )  職員数の推移 

平成 1 3 年度以降の職員数の推移は である。なお、（ ）内は再任

用職員数を内数で示している。

   

1 3 1 4 1 5 1 6

3 4 3 0 2 9 3 2（1）

3 4 3 5（2） 3 4 3 5（2）

3 0 2 7 2 7 2 7（2）

1 5 1 1 5 3（4） 1 5 2（1） 1 2 6（2）

2 4 9 2 4 5（6） 2 4 2（1） 2 2 0（7）
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1

2 4 1

平成 1 5 年度まで、職員数はほぼ横ばいで推移してきたが、平成 1 6 年度に清

掃センターの収集体制の一部変更により職員数は大幅に減少している。

６．今後の事業計画 

 

ごみ処理事業においては、大規模な施設整備が予定されており、平成 3 0 年

度までの整備事業は概ね次のとおりとなっている。

ごみ処理事業においては、北部清掃工場・南部清掃工場の老朽化に伴う建替

工事及び余熱利用施設建設事業など、大規模な施設整備が計画され、多額の費

用負担が予想される。これらを踏まえて、今後のごみ処理事業は、排出された

ごみを適正に処理するとの考え方から、ごみを出さない、出されたごみは資源

と捉えて再利用を第一義に考えていく「循環都市・船橋」を目指していくこと

とされている。

 
７．ごみ処理事業の経営分析 

( 1 )  他都市との比較について 

ごみの収集及び処理に係る処理・維持管理費について、船橋市と千葉県内の

他都市を比較すると、次のとおりとなる。なお、数値は各データとも平成 1 3

年度決算に基づいている。 
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（単位：百万円） 

A 7 , 5 3 5 1 , 5 4 6 , 4 5 4 1 2 , 4 5 8 5 , 3 4 9  6 , 6 2 6 1 , 5 6 7

 B  2 , 1 6 1 6 1 0 , 4 0 7 3 , 0 6 8 1 , 8 9 2  1 , 2 2 9 4 9 0

2 , 1 3 2 3 8 5 , 1 4 4 3 , 0 7 7 3 2 6  1 , 3 5 4 4 4 9

 C  3 , 1 2 4 4 8 4 , 2 2 4 5 , 8 5 1 3 , 1 2 5  3 , 6 6 6 6 2 7

1 1 6 6 6 , 6 7 7 4 6 1 5  3 7 6 0

D 1 , 1 7 8 1 8 2 , 5 5 5 1 , 7 1 6 7 5 8  8 3 0 2 3 0

E A - D 6 , 3 5 7 1 , 3 6 3 , 8 9 8 1 0 , 7 4 1 4 , 5 9 1  5 , 7 9 6 1 , 3 3 7

 F  2 4 9 7 6 , 8 1 5 3 3 0 2 1 7  1 3 3 7 5

 G  5 5 0 1 2 7 , 0 0 6 8 7 8 4 4 5  4 6 3 1 5 2

t  H  2 1 7 5 2 , 0 9 7 3 9 5 1 6 9  1 5 4 6 3

1 t
A / H

3 4 . 0  2 9 . 6  3 1 . 4  3 1 . 6  4 3 . 0 2 4 . 8

1 t
E / H

2 8 . 7  2 6 . 1  2 7 . 1  2 7 . 1  3 7 . 6 2 1 . 2

1
A / G

1 3 . 7 1 2 . 1  1 4 . 1  1 2 . 0  1 4 . 3  1 0 . 3

1
E / G   

1 1 . 5 1 0 . 7 1 2 . 2 1 0 . 3  1 2 . 5 8 . 7

1
t  H / F  

8 7 2 6 7 8 1 , 1 9 6 7 7 8  1 , 1 5 7 8 4 0

1
 B / F  

8 , 6 7 8 7 , 9 4 1 9 , 2 9 6 8 , 7 1 8  9 , 2 4 0 6 , 5 3 3

B / A   
2 8 . 6 % 3 9 . 4 % 2 4 . 6 % 3 5 . 3 %  1 8 . 5 % 3 1 . 2 %

C / A
4 1 . 4 % 3 1 . 3 % 4 6 . 9 % 5 8 . 4 %  5 5 . 3 % 4 0 . 0 %

 D / A  
1 5 . 6 % 1 1 . 8 % 1 3 . 7 % 1 4 . 1 %  1 2 . 5 % 1 4 . 6 %

1 3

 

①ごみ 1 t 当たり費用については全国平均よりやや高いが、県内では平均的

な水準となっている。これは、人件費水準が全国平均よりも高いことが影響し

ていると思われる。②ごみ 1 t 当たり費用（使用料等控除後）では全国平均よ

り若干高いものの、①より差が縮まっている。これは、⑨使用料及び手数料に

よる回収率が比較的高いためである。 

⑤職員 1 人当たりごみ総排出量は、千葉市や松戸市より低いが、これは両市

の⑧委託費の割合が高いことから、両市の委託化が進んでいるためと考えられ
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る。ただし、①から分かるとおり、委託化と費用の減少には明確な相関関係は

見られない。⑥職員 1 人当たり人件費は、県内では中位程度である。 

 

( 2 )  ごみ関係原価の推移について 

船橋市では、毎年度のごみ関係原価について原価計算を行っている。この原

価計算結果に基づいた各事業部門の原価総額及びごみ 1 トン当たり原価の過

去 3 年間の推移は、次のとおりとなる。 
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平成 1 3 年度から 1 4 年度にかけて、主に中間処理部門の経費と管理部門の

人件費が大きく減少しており、全体原価の削減に貢献している。 

平成
1 3 年度 

1 4 年度 1 5 年度

2 , 9 3 0 2 , 8 7 5 2 , 8 6 0

1 , 1 4 4 1 , 1 4 2 1 , 1 8 5

1 , 7 4 2 1 , 6 9 1 1 , 6 2 4

4 3 4 1 5 0

3 , 2 2 5 3 , 1 5 9 3 , 1 3 6

4 3 1 4 2 5 3 9 9

2 , 1 4 6 2 , 0 5 9 2 , 0 6 2

6 4 7 6 7 5 6 7 5

1 , 0 4 6 1 , 0 1 0 1 , 0 3 4

1 , 0 3 1 9 9 5 1 , 0 2 0

1 4 1 4 1 4

9 9 8 9 1 2 8 8 4

7 3 1 6 1 7 6 1 8

1 7 6 2 0 2 1 7 4

9 0 9 1 9 1

8 , 1 9 9 7 , 9 5 8 7 , 9 1 5

2 , 3 0 8 2 , 1 8 5 2 , 2 0 3

5 , 0 9 6 4 , 9 5 0 4 , 8 8 1

7 9 4 8 2 2 8 3 0

2 1 7 2 2 1 2 2 1

3 7 . 7 3 5 . 8 3 5 . 8

1 3 . 5 1 2 . 9  1 2 . 8  

1 4 . 8 1 4 . 1  1 4 . 1  

4 . 8 4 . 4  4 . 6  

4 . 5  4 . 1  4 . 0  

1 0 . 6  9 . 8  9 . 9  

2 5 . 0  2 2 . 3  2 2 . 0  

3 . 6 3 . 5  3 . 5  


